	
普　通　財　産　貸　付　許　可　書　
　　　　　第　号
　　　　　　　　　　年　　　月　　　日


　　(　申請人氏名　)　様

興部町長　(　氏　　名　)　　㊞


  　　　年　　月　　日付けで申請のありました普通財産の貸付を下記のとおり許可
します。

記

	フリガナ
	

	普通財産の名称
	

	所在地
	紋別郡興部町字

	許可する部分面積
	

	使用目的
	 

	貸付料の額等
	
	納入期限
	

	貸付期間
	年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

	許可の条件
	１　常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
２　第三者に使用させてはならない。
３　使用目的以外に使用しないこと。
４　使用期間の満了又は使用許可の取り消しによって使用を終了した場合には、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、財産管理者が特に認めた場合には原状に回復しないことができる。
５　使用期間中、故意又は重大な過失によって損壊した場合には、損害賠償の責を負わなければならない。
６　設置物件が損傷などで美観その他に支障が生じた場合には速やかに復元又は撤去しなければならない。
７　使用期間中であっても、公益上必要のあるときは、町長は使用を停止又は許可を取消し、若しくは工作物の移転をさせることができる。この場合、使用者に損害があっても町長はその責を負わない。
８　土地を掘削し作業を行う場合については、埋設物があることが
　 考えられるので、役場上下水道課に必ず確認すること。

	その他特記事項
	


様式第32号（第176条関係）
